
様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.3

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所

入札 (開札 )年月日

質問受理日 5月1日

　

内容質問回答書

　山口市文書電子化（消防本部保有文書）業務委託

　山口市消防本部予防課

令和6年5月15日

質　　問　　事　　項
①前提条件にある第三者に委託する場合、協議の上とありますが、どの時点でどのように協
議されますか？入札前に協議がされるのでしょうか？

②簿冊のPDFファイル数は推定7,000件とのことですが、写真の様なバインダもしくは封筒が
7,000冊程度あるという認識でよろしいでしょうか。

③同一キングファイルに複数簿冊分が格納されるケースはございますでしょうか。

④対象文書に封筒が混在したときは、封筒もスキャンと記載がございますが、バインダ表
紙、また包材としての封筒もスキャン対象でしょうか。

⑤簿冊の両面比率ですがおおよそどの位でしょうか。

⑥観音製本の記載サイズは見開き時と認識してよろしいでしょうか。

⑦簿冊について冊子は断裁可との事ですが、「古文書」と記載頂いているもの以外はADF（自
動送り装置）の使用が可能との想定しょうか。

⑧OCRについてはソフトウェアによる処理結果に対する修正はない想定でよろしいでしょう
か。

⑨簿冊の内古文書は僅かとの事ですがおおよそ何％程度の想定になりますでしょうか。

⑩事前に原本の閲覧は可能でしょうか。不可の場合、個人情報が映らない程度に、原本の写
真をご提供いただくことは可能でしょうか。



回　答　日 5月2日

所 属 名

電 話 番 号

回　　答　　事　　項
①契約締結後に受託者と協議することとします。

②正確な数値を把握しておりませんが、7,000冊程度あると推測しています。

③同一キングファイルに異なる防火対象物コードが格納されることはありません。

④スキャンの対象とします。

⑤仕様書P５．の（２）数量等のとおりです。

⑥ご質問のとおりです。

⑦対象文書によって劣化状況が異なるため、ADFの使用が可能かどうかの判断はいたしかねま
す。

⑧ご質問のとおりの対応で可とします。

⑨正確な比率は把握しておりませんが、3％程度と想定しています。

⑩事前の原本の閲覧は可能です。

回 答 担 当 所 属
山口市消防本部　消防総務課
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